
○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
（
同
法

第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指

定
居
宅
支
援
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
九
月
以
前
に
提
供
さ
れ
た

指
定
居
宅
支
援
等
に
要
す
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
十
六
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

別
表
の
１
中
ニ
を
ホ
と
す
る
。

別
表
の
１
の
ハ
の

中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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一
所
要
時
間

分
未
満
の
場
合

円
(
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3
0

2
,
3
1
0

別
表
の
１
の
ハ
の

中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（２）

(二)

(三)
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(二)

(二)
一

所
要
時
間

分
未
満
の
場
合

円
(
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3
0

8
0
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別
表
の
１
中
ハ
を
ニ
と
す
る
。

別
表
の
１
の
ロ
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
の
１
中
ロ
を
ハ
と
す
る
。

別
表
の
１
中
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ
通
院
等
の
た
め
の
乗
車
又
は
降
車
の
介
助
が
中
心
で
あ
る
場
合

円
1
,
0
0
0

別
表
の
１
の
注
中
６
か
ら
８
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

別
表
の
１
の
注
５
中
ニ
を
ホ
と
し
、
５
を
６
と
し
、
注
４
中
ハ
を
ニ
と
し
、
４
を
５
と
し
、
注
３
中
ロ
を
ハ
と
し
、

３
を
４
と
し
、
注
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
ロ
に
つ
い
て
は

利
用
者
に
対
し
て

通
院
等
の
た
め

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
の
従
業
者
又
は
基
準
該
当

、
、

、

居
宅
介
護
事
業
所
の
従
業
者
が

自
ら
の
運
転
す
る
車
両
へ
の
乗
車
又
は
降
車
の
介
助
を
行
う
と
と
も
に

併
、

、

せ
て

乗
車
前
若
し
く
は
降
車
後
の
屋
内
外
に
お
け
る
移
動
等
の
介
助
又
は
通
院
先
で
の
受
診
等
の
手
続
き

、
、

。

移
動
等
の
介
助
を
行
っ
た
場
合
に

回
に
つ
き
所
定
額
を
算
定
す
る

１


